
業種別の主な償却資産と耐用年数

「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の中から主な償却資産について、いくつかの業種

別にごく一部例示しますと次のとおりになります。

これらの資産の耐用年数等を判断の参考にしてください。

※ （ ）内の数字は償却資産の耐用年数を示しています。

（※1）パソコン等、電子計算機の耐用年数について

業 種 主 な 償 却 資 産 の 内 容

事 務 系

タイムレコーダー(5)，事務机(15)，椅子(15)，応接セット(8)，

キャビネット(15)，ロッカー(15)，金庫(20)，コピー機(5)，エアコン(6)，

ファクシミリ(5)，パソコン(4又は 5)(※1) など

喫 茶 ・ 飲 食 店
看板(10)，食卓(5)，椅子(5)，厨房用品(5)，レジスター(5)，カラオケ(5)，

冷蔵庫(6)，エアコン(6)，食器類（陶磁器製又はｶﾞﾗｽ製のもの）(2) など

理 容 ・ 美 容 業
理容美容椅子(5)，消毒殺菌器(5)，タオル蒸器(5)，パーマ器(5)，

レジスター(5)，サインポール(3)，エアコン(6)，湯沸し器(6) など

クリーニング業
洗濯機(13)，脱水機(13)，ドライ機(13)，プレス(13)，給排水設備(13)，

レジスター(5)，エアコン(6) など

小 売 業
冷蔵ストッカー(4)，陳列ケース(6 又は 8)，レジスター(5)，自動販売機(5)，

冷蔵庫(6)，エアコン(6)，看板(10) など

食肉鮮魚販売業
氷冷蔵庫及び冷蔵ストッカー(4)，冷蔵庫(6)，陳列ケース(6 又は 8)，

肉切断機(10)，挽肉機(10)，電子秤(5)，レジスター(5)，エアコン(6)など

ガソリンスタンド

自 動 車 修 理 業

ガソリンスタンド設備（8），旋盤(15)，プレス(15)，測定工具(5)，

検査工具(5)，舗装路面(ｱｽﾌｧﾙﾄ 10 又はｺﾝｸﾘｰﾄ 15) など

建 設 業 ・ 土 木
ブルドーザー、パワーショベル等（6），建築用足場（3）

舗装路面(10 又は 15)，測定工具(5)，検査工具(5) など

印 刷 業
デジタル印刷システム設備(4),事務机(15)，椅子(15)，製本設備(7)，

エアコン(6) など

開 業 医
レントゲン機器(6)，調剤機器(6)，ファイバースコープ(6)，

消毒殺菌用機器(4)，手術機器(5)，歯科診療ユニット(7) など

不 動 産 貸 付 業

金属造の塀(10)，コンクリート造の塀(15)，

舗装路面(ｱｽﾌｧﾙﾄ 10 又はｺﾝｸﾘｰﾄ 15)，

立体駐車場のターンテーブル及び機器部分(10) など

電 子 計 算 機
パーソナルコンピュータ （サーバー用のものを除く。） ４年

その他のもの（ワークステーション、サーバーなど） ５年


